
 
 

 

ラオスにおける新型コロナウイルスの状況について 

 

2021 年 4 月 23 日 

One Asia Lawyers ラオス事務所 

 

１．ラオスの状況 

ラオスは、アセアン諸国の中でも最もコロナの感染拡大を抑え込んでいる

国となっております。感染者のほとんどが海外からの入国者であり、14 日

間の隔離期間中に陽性と判明されるケースであり、市中感染の報告は、約

1 年ぐらいありませんでした。 

しかしながら、ラオスの正月（4 月 14 日から 16 日）に入る直前に、コロナに感染したタイ人

がラオスへ不法入国後、ヴィエンチャン市内のカラオケ店、マッサージ屋さん、ナイトクラブ、

レストラン等多くの場所に立ち寄ったことから、そこから市中感染とクラスターが発生してい

ます。 

4 月 20 日から23 日の間に、上記の濃厚接触者 94 人の感染が確認され、過去最も多く感染者が

確認されました。ラオス政府はこれを受け、特にタイとの国境を流れるメコン川に巡視船を出

し、不法入国に対する取締りを強化し始めました。 

不法入国をする者は、外国人のみならず、タイなどの近隣諸国へ出稼ぎに出ていたラオス人が

ラオスに戻ってくる際に、14 日間の隔離を逃れるために、不法入国するケースも多くなってい

ます。 

また、これを機に、ワクチン接種へ行くラオス人が増えているようですが、順番を待たずに我

先へと列に割り込み秩序を乱す人がいるとの報告もあります。 

 

２．新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策への包括的な規制強化に関する首相命令

（No.15/PM/VTE) 

2021 年 4 月 21 日付にて、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策への包括的な規制強

化に関する首相命令（No.15）が出され、4 月 22 日から 5 月 5 日まで首都ヴィエンチャンはロ

ックダウンの期間に入っています。 

首都に居住している者が他県への移動することは禁止されています。他県に居住している者が、

通勤以外で首都への移動することも禁止されています（COVID-19 特別委員会から許可された

者や運輸等の場合は、除きます）。 



 
また、エンターテイメント施設、カラオケ、居酒屋、インターネットカフェ、マッサージスパ、

ビリヤード場、屋内スポーツ施設を閉鎖することは、もちろんですが、教育施設も閉鎖する通

知が別途教育スポーツ省から発出されています。 

大規模事業、工場工房、銀行、金融機関、証券市場、証券会社、病院、ヘルスポスト、薬局、

レスキュー隊、郵便、通信、電気、水道、レストラン、カフェ、ホテル・リゾートは、営業が

許可されています。 

その他は、職場はできる限り交代制として人数を減らし、日用品の購入、通院等以外は、基本

的に外出禁止とされています。なお、20 名以上が集まる集会、会議、イベントも禁止されてい

ます。 

首都ヴィエンチャンのみならず、全国的に感染者が増えてきていますので、ラオスにおいても

with Corona の生活を意識する必要が出てきています。 

以 上 

 

「One Asia Lawyers」は、日本および ASEAN及び南アジア各国の法に関するアドバイスを、シ

ームレスに、一つのワン・ファームとして、ワン・ストップで提供するために設立された日本

で最初の ASEAN 及び南アジア法務特化型の法律事務所です。 

 

One Asia Lawyers ラオス事務所においては、常駐日本人専門家 1 名を含む合計 10 名の体制で対

応を行っております。コーポレート、労務、倒産、訴訟等、現地に根付いたサービスを提供し

ております。 

 

各種フォーマットの提供や動画配信（例えば、「ラオスにおける解雇規制とその留意点」等）を

行っております。 

 

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

  yuto.yabumoto@oneasia.legal (藪本雄登) 

satomi.uchino@oneasia.legal (内野里美) 
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